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復
興
に
向
け
た
計
画
と
し
て

『
南
三
陸
町
震
災
復
興
計
画
』

が
平
成
23
年
12
月
に
策
定
さ
れ
、

期
間
を
復
旧
期
、
復
興
期
、
発

展
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期

間
で
復
興
に
必
要
な
事
業
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

平
成
25
年
度
末

に
は
復
旧
期
が
終

了
し
、
26
年
度
以

降
本
格
的
な
復
興

期
、
発
展
期
へ
と

移
行
し
て
い
き
ま

す
。
し
か
し
、
震

災
か
ら
２
年
７
カ

月
が
過
ぎ
、
復
興

事
業
を
進
め
る
中

で
計
画
策
定
の
時

に
は
想
定
で
き
な

か
っ
た
課
題
も
出

て
き
て
お
り
、
復

興
に
関
す
る
新
た

な
課
題
解
決
に
向

け
た
住
民
主
体
の

『
震
災
復
興
計
画
推
進
会
議
』

が
立
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

委
員
は
、
町
内
各
種
団
体
や

ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
の
代
表

者
、
学
識
者
ら
21
人
の
構
成
と

な
っ
て
お
り
、
復
興
か
ら
の
ま

ち
づ
く
り
に
つ
い
て
議
論
を
重

ね
、
こ
れ
か
ら
の
南
三
陸
町
に

つ
い
て
提
案
が
さ
れ
ま
す
。
会

議
で
は
複
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
、
意
見
や
提
案
を
ま
と
め

て
い
く
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
方
式

で
活
発
な
議
論
が
重
ね
ら
れ
、

町
の
復
興
に
対
し
さ
ま
ざ
ま
な

意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
終
了
後
、

今
後
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と

し
て
、
防
災
集
団
移
転
事
業
な

ど
の
『
住
ま
い
の
復
興
状
況
の

見
え
る
化
』、
他
市
町
へ
の
人

口
流
出
が
止
ま
ら
な
い
状
況
に

つ
い
て
『
人
口
流
出
対
策
』、

企
業
誘
致
に
頼
ら
な
い
『
地
域

独
自
の
産
業
に
よ
る
雇
用
創

出
』
な
ど
の
案
が
挙
げ
ら
れ
、

次
回
会
議
で
こ
れ
か
ら
検
討
す

る
テ
ー
マ
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

　まず、この連載を読んでいる皆さんに、厚くお礼申し上げ
ます。
　皆さんのおかげで、島原半島地域はこれから４年間、世界
ジオパークを名乗ることが許されました。しかし、ジオパー
クであり続けるためには、地域の皆さんがジオパークという
仕組みについての理解をさらに深めていかなければなりませ
ん。ジオパークという仕組みを知るためには、教育活動が必
要ですが、そのうち子供たちを対象とした学校教育の事例
は、広報９月号で紹介しました。そこで今月号は、社会教育
活動の中でのジオパークの活用事例について紹介します。
　ジオパークを活用した社会教育活動は、「①座学によるジ
オパークの取り組み紹介」、「②野外でのジオパークの見ど
ころ見学」の２種類に分けられます。公民館講座などで実施
される座学では、「ジオパークって、一体全体なんなの？」
という地域の皆さんの疑問に対する解説や、地域のジオパー
ク的な楽しみ方をわかりやすく紹介しています。また、野外
での見学会では、バスなどを利用して島原半島内の見どころ
を巡りながら、自然災害や食、郷土の歴史といった、人々の
営みと大地の営みとの関わりを体験します。座学も野外見学
会も、専門知識を持った島原半島ジオパーク事務局の職員
や、「ジオパーク認定ガイド」が、おもしろおかしく島原半
島の見どころを紹介しています。
　平成21年のジオパークの認定から平成25年７月までの間
で、公民館などで行われた座学は82回、延べ５,３１５人が

参加しました。また、ジオツアーは、ジオパークの関連施設
の実施分も含めると、これまで３11回、延べ７,４２１人が
参加しています（ともに島原半島ジオパーク事務局の把握分
のみ）。
　地域の皆さんが、これらの座学や野外見学会に参加して感
じたことを、半島外から来られた観光客に伝えれば、観光客
は島原半島をジオパーク的な視点で楽しめるようになりま
す。つまり、ジオパークという仕組みを利用して、地域を元
気にすることができるのです。
　次号は、ジオパークを活用した地域振興の事例①を紹介し
ます。

【国民年金保険料の追納をお勧めします】
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法
定免除）、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を
受けた期間がある場合、保険料をすべての期間全額
納めた人と比べ、老齢基礎年金（65歳から受給でき
る年金）の受け取り額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る

老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれ
ばさかのぼって古い月分から納めることができます
（追納）。
ただし、一部免除を受けた期間は、残りの納付すべ
き保険料が納付されていなければ追納はできません。
※追納のお申し込み・ご相談は年金事務所までお願
いします。

問 日本年金機構諫早年金事務所　☎０９５７（２５）１６６６ 　　
　 南島原市 保険年金課  ☎050（3381）5039 または 各支所

教えて！国民年金 国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ

復
興
へ
の

〜
東
日
本
大
震
災
災
害
派
遣
レ
ポ
ー
ト
〜

　

南
島
原
市
災
害
派
遣
職
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ワークショップの様子

問 島原半島ジオパーク推進連絡協議会　☎０９５７（６５）５５４０

つなごう未来へ！島原半島世界ジオパーク

ジオパークであり
続けるための取り組み

島原半島世界ジオパーク
キャラクター「ジーオくん」

島原半島世界ジオパーク
キャラクター「ジーナちゃん」

教育活動②

ジオツアー（龍石海岸）

11月は「児童虐待防止推進月間」です

虐待が疑われたら、すぐに連絡を‼（秘密は厳守されます）
こ ど も 未 来 課　☎０５０（３３８１）５０５０
子育てテレフォン　☎０５０（３３８１）５０５３

言葉にできない子どもの悲鳴を見ない、聞かない、も虐待です。

さしのべた
その手がこどもの

命綱

身体的虐待、 性的虐待、 心理的虐待、 保護・養育の怠慢・拒否（ネグレクト）


